
      

 
日本化粧品技術者会 大阪支部 規約 

 
 

第一章 総 則 
 
第 1 条（名称） 

本支部は、日本化粧品技術者会（SCCJ）の大阪支部   
（Osaka Chapter of the Society of Cosmetic Chemists of Japan）と称する。 

第 2 条（目的）（本部規約第 3 条に準拠）   
第 3 条（事業） 

本支部は、前条の目的を達するため、本部事業に加え、次の事業を行う。 
1）化粧品科学に関する研修会・講演会・勉強会等の事業 
2）内外化粧品関連情報、会員相互の交流助成に必要な情報の提供 
3）関連諸団体との連携・協力による事業 
4）その他本支部の目的に沿うと考えられる事業 

第 4 条（事務局） 
1）本支部の事務局を、幹事会の指定する所におく。 
2）事務局は、本支部の事業を円滑に推進するための業務を行う。 
3）事務局は、次の資料を保管する。 

（1）会員名簿 
（2）事業・諸会議記録 
（3）会計記録 
（4）その他の関係資料 

 
 

第二章 会 員 
 
第 5 条（会員の資格）（本部規約第 6 条に準拠） 
第 6 条（会員の構成及び資格審査）（本部規約第 7 条に準拠） 
第 7 条（会員の権利）（本部規約第 8 条に準拠） 
第 8 条（年会費）（本部規約第 9 条に準拠） 
第 9 条（入退会等及び会員資格の停止）（本部規約第 10 条に準拠） 
第 10 条（会員及び IFSCC 会員資格の喪失）（本部規約第 11 条に準拠） 
 
 

第三章 役 員 と 委 員 
 
第 11 条（役員） 

1）本支部に、次の役員を置く。 
（1）幹事長  1 名 
（2）副幹事長 若干名 
（3）幹事  若干名 
（4）会計監査 1 名 



      

2）幹事の中から、庶務 1 名、会計 1 名を選任する。 
3）幹事の中から、各委員長を選任する。 
4）相談役を選任する。 
役員の任期は 2 年とし、再選・重任を妨げない。 

第 12 条（役員の選出） 
1）幹事は、正会員から選出し、幹事長、副幹事長及び庶務、会計の幹事は幹事 
 の互選により定める。 
2）委員長は、幹事会の議を経て、幹事長が委嘱する。    

 3）会計監査は、正会員から１名を幹事会が選出し、幹事長が委嘱する。 
 4）相談役は、若干名を幹事会が選出し、幹事長が委嘱する。 
第 13 条（役員の任務） 

1）幹事長は、本支部を代表し、副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時 
これを代行する。 

2）庶務、会計の幹事はそれぞれの会務を分掌し、幹事は本支部の運営に任じ、 
委員は本支部の事業を推進し会務を処理する。 

3）会計監査は、本支部の資産管理及び会計の監査を行う。 
4）相談役は、本支部の運営に参画し、幹事長をたすける。 

第 14 条（常議員） 
1）常議員は、会員から幹事会が選出し、幹事長が任命委嘱する。 
任期は 2 年とし、再選・重任を妨げない。 

 2）常議員は、本支部の運営にあたって幹事会に協力し活動するものとする。 
第 15 条（委員） 

各委員会の委員は、幹事及び常議員から委員長が選出し、幹事会の承認を得て、

幹事長が任命委嘱する。任期は 2 年とし、再選・重任を妨げない。 
 
 

第四章 会 議 
 
 
第 16 条（会議） 

本支部の会議は、総会、幹事会、常議員会、並びに委員会とする。 
第 17 条（総会）   

1）本支部総会は、毎年 1 回通常総会を開き、必要あるとき臨時総会を開く。 
本支部総会の議決権は、本支部会員が有する。 

2）本支部総会は、幹事会の議を経て幹事長が招集し、本支部会員の過半数を 
以って成立する。 

3）本支部総会の議決は、通常、出席会員の過半数を以って決する。 
但し、本規約の制定及び改廃、本支部の解散または重大な組織の変更等に 
関しては本支部総会において本支部全会員数の過半数の賛成を要する。 

4）本支部総会に付議し、承認を必要とする事項は次の通りとする。 
（1）規約及び細則の制定及び改廃 
（2）予算案並びに、決算、会計監査報告 
（3）本支部の解散または重大な組織変更 

 



      

5）本支部総会に報告すべき事項は次の通りとする。 
（1）改選時における選出幹事及び常議員の報告 
（2）事業報告並びに事業計画 
（3）入退会者報告 

第 18 条（幹事会及び常議員会） 
1）幹事会は、必要に応じ幹事長が召集し、幹事の過半数以上の出席を以って成立

し、決議は出席幹事の過半数を以って決する。 
2）常議員会は、必要に応じ幹事長が招集する。 
3）幹事・常議員会は、本支部の事業計画・事業推進について、討議・検討を行う。 

第 19 条（相談役・顧問） 
 本支部は、幹事会の議を経て、相談役、顧問をおくことができる。 
 幹事長より委嘱を受けた相談役は、幹事会に出席し、意見を述べることができる 

が議決権はない。 
 
 

第五章 会 計 
 
 
第 20 条（運営資金） 

本支部の運営資金は、年会費、本支部が行う事業収入、並びに臨時会費等による。 
第 21 条（会計年度）（本部規約第 26 条に準拠） 
第 22 条（資産・収支管理） 

本支部の資産管理及び会計収支については、幹事会が責任を負うものとする。 
第 23 条（予算・決算） 

1）本支部の予算は、会計幹事が作成し、幹事会の議を経て本支部総会に提出し、

承認を得なければならない。 
2）本支部の決算は、会計幹事が作成し、会計監査の監査を受けたのち、幹事会に

おいて確認し、本支部総会にて承認を得なければならない。 
 
 

第六章 付 則 
 
 
第 24 条（細則） 

本規約を円滑に運用するために細則を定めることができる。 
第 25 条（規約及び細則の改廃） 
 本支部の規約及び細則の改廃は、幹事会の議を経て、本支部総会の承認を得るも 

のとする。 
 
 
本規約は平成 19 年４月１日より実施する。 




